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 平成 1 9 年にそれまでの「 特殊教育」 から 「 特別支援教育」 への転換がさ れて、 今年で

1 0 年が経過し まし た。 障がいの程度等に応じ て特別の場で指導を行う 「 特殊教育」 から 、

障がいのある幼児児童生徒一人一人のニーズに応じ て、 適切な教育的支援を行う 「 特別支

援教育」 へ大き な教育制度の改革が行われまし た。 こ れまでに学校園においては、 特別支

援教育コ ーディ ネータ ーの指名や校園内委員会の設置及び運営、 支援体制の構築等がなさ

れ、 幼児児童生徒への具体的な支援が日常的に行われるよ う になり まし た。 また学校園を

取り 巻く 関係機関においては、 学校園と の連携・ 協力が図ら れる よう になり まし た。 こ の

よう に、 特別支援教育の理念は確実に学校園に浸透し ていると 言えます。  

 一方で、「 障害者の権利に関する条約」 の批准、 それに向けて法律や制度の改正等が行わ

れ、 障がい者本人や周囲の状況が大き く 変化し ています。 具体的には、 障害者基本法（ 平

成 2 3 年改正） であり 、 障害を理由と する差別の解消の推進に関する法律（ 平成 2 5 年公

布） がそれにあたり ます。 こ れら の条約や法律等は学校園における教育や保育のあり 方に

も 大き く 影響するこ と と なり まし た。 さ ら に、「 障害者の権利に関する条約」 の批准や障害

者基本法の改正を受けて、 イ ンク ルーシブ教育システムの実現に向けた取組が進めら れて

います。  

 本冊子は、 こ のよ う な障がい者や特別支援教育を 取り 巻く 変化を受けて改訂するこ と と

し まし た。 改訂にあたっ ては、 三木市における特別支援教育の体制や取組の実際と 、 それ

ぞれの機関がそれぞれの役割をどのよう な思いをも っ て取り 組んでいるのかを具体例を 挙

げて紹介し ています。 また、 特別支援教育を進める う えで必要な学校園間の連携の方法や

校種を問わず知っ ておく べき内容を含んでいます。  

 こ の冊子を も と に、 特別支援教育についてさ ら に理解を 深めていただく と と も に、 日々

の指導や支援においてご活用願います。  

三木市教育委員会 

特別支援教育は、 障害のある 幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組

を支援すると いう 視点に立ち、 幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズを 把握し 、 その

持てる力を 高め、 生活や学習上の困難を 改善又は克服するため、 適切な指導及び必要

な支援を行う も のである。  

また、 特別支援教育は、 こ れまでの特殊教育の対象の障害だけでなく 、 知的な遅れ

のない発達障害も 含めて、 特別な支援を必要と する幼児児童生徒が在籍する全ての学

校において実施さ れるも のである。  

さ ら に、 特別支援教育は、 障害のある幼児児童生徒への教育にと どまら ず、 障害の

有無やその他の個々の違いを 認識し つつ様々な人々が生き 生き と 活躍でき る共生社

会の形成の基礎と なるも のであり 、 我が国の現在及び将来の社会にと っ て重要な意味

を持っ ている。  

※文部科学省「 特別支援教育の推進について（ 通知）」  

平成 1 9 年 4 月 1 日よ り 抜粋 


